
令和５年１月１３日　発行

(公社)東広島市シルバー人材センター

本 所 082-426-4683
北 部 支 所 082-432-4340
南 部 支 所 0823-82-9443
安 芸 津 連 絡 所 0846-45-5464

発注者：東広島市

就業場所：鏡山公園

就業時間：月60時間程度

募集人数：2名

単価：989円/ｈ

担当：百石

備考：選考会有

発注者：東広島市

就業場所：安芸津

就業日：月平均8回～10回程度

就業時間：①17：15～8：30

②8：30～17：15

募集人数：2名

単価：7,192円/回

担当：百石・川西

令和４年度 安全標語入選作品

「身だしなみ 心のゆとりで 事故防止」

佳作 西条町 荒谷 和則

令和５年１月号

事務局だより

就業の案内 ・就業を希望される方は事務局へご連絡ください。

・事務局担当者より直接連絡いたします。

シルバー人

材センターの

ホームページ

はこちら

宿日直 障子・ふすまの張替

搬出作業（運転手） 公園維持管理業務

随 時 募 集
草刈作業・剪定作業

蜂駆除作業
興味がある方はお近くの事務局まで

お気軽にお問合せください。

発注者：市内全域

就業場所：本所１階作業室

就業日：注文の都度

単価：障子（大）1,450円～

襖（片面）1,673円～

交通費：315円/回

募集人数：１名

担当：百石・吉川

就業場所：市内全域

就業日：申込の都度（月10日～15日程度）

就業時間：8：30～16：30

募集人数：１名

単価： 1,017円～1,348円/h

担当：百石・吉川

有価物・小型家電収集運搬

就業場所：市内全域

就業日：月6回～8回程度

就業時間：8：30～16：30

募集人数：１名

単価： 1,017円～1,249円/h

担当：百石



請負就業　配分金支払日（12月就業会員）

就　　業　　相　　談　　日 本　所　・　各　支　所　　13：00～

入　　会　　説　　明　　会 本　所　・　各　支　所　　14：00～

本　所　・　各　支　所　　14：00～

事　務　局　だ　よ　り　配　布 地　域　委　員　に　よ　り　配　布

賃  金  明  細  書  郵  送派遣就業　賃金支払日（12月就業会員）

入　　会　　登　　録　　日

請負就業　配分金支払日（1月就業会員） 配　分　金　明　細　書　郵　送

就業報告書・勤務実績表は完了の都度、概ね3日以内に事務局へ提出してください。

月 日 曜日 予　     　　定 開 　催　 場　 所　 ・ 　時　 間

1
月
・
2
月
の
予
定

入　　会　　説　　明　　会 本　所　・　各　支　所　　14：00～
1

2

事　務　局　だ　よ　り　配　布 地　域　委　員　に　よ　り　配　布

配　分　金　明　細　書　郵　送

15 水

21 火

13

17

金

火

19 木

20 金

25 水 シルバーに入会

して一緒に活動

しませんか

5

合計 1,016 1,021 5

会員数（12/31現在）

11月末 12月末 増減

男 718 718 0

女 298 303

安 全 就 業 事 故 撲 滅
【朝礼・終礼の徹底】　　就業前後は必ず行うようお願いします。

前年度 11 15 6 32

事故発生状況　(12/31現在)

物　損 傷　害 交　通 合　計

本年度 11 12 5 28

『 配分金支払証明書・源泉徴収票 』について重要なお知らせ

令和４年中に請負就業された方は「配分金支払証明書」を１月２０日頃発送し

ます。

派遣就業をされた方の「源泉徴収票」につきましては、広島県シルバー人材セ

ンター連合会から1月中旬頃届く予定です。

「配分金支払証明書」「源泉徴収票」は確定申告の際に必要となります。大切

に保管し、確定申告の際ご利用ください。また、確定申告に関するご質問は直

接税務署におたずねください。（西条税務署電話番号：082-422-2191）

草刈作業中、飛び石が飛散防止ネットを越え、作業現場付近を走行中の軽自動車の
フロントガラス及び運転席側ドア付近を破損させたもの。

就業内容：草刈

令和4年12月事故発生状況について

事故発生日時・地区
12月27日　安芸津町

「令和４年度年会費等」をまだお支払いいただいていない会員の方へ
毎年会員の皆様におかれましては、会費２，０００円及び保険料１，０００円：合計３，０００円の

お支払いをお願いしております。会費等についてはセンターの活動に必要な経費に充てるもので、全て

の会員の皆様へのご負担をお願いしております。つきましてはまだお支払いがお済でない会員の方は、

早急にお支払いいただきますようお願いいたします。

尚、事情によりやむなく退会される方は、令和５年３月３１日までに退会手続きをお願いいたします。

（退会手続き：会費等お支払後、退会届に記入していただき会員証を添付して事務局へ郵送・持参）

退会手続きをされない場合、令和５年４月１日付で令和５年度会費等の支払いが発生いたします。

昨年以降、再度の感染拡大しており、会員の皆様におかれましてはこれまで通り、マスクや手

洗い、換気、必要最低限の外出を控えていただき、接触機会の削減など基本的な感染防止策を

行っていただくようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大の感染防止について

＊就業報告書・勤務実績表は完了の都度、概ね3日以内に提出してください。

（発注者より請求書の遅延による苦情が増えてきております。ご理解とご協力をお願いします。）

＊支払われる配分金については、全て消費税を含んだ金額となっております。


